
 

 

 

              
 中島村では、乗合タクシーの利用促進のため、令和 8 年 4 月から令和 9 年 3 月までの１年間、 

中島村民を対象に、毎週木曜日を運賃無料とします。 

■ 実施期間 

令和 8 年 4 月 2 日 ～ 令和 9 年 3 月 25 日 

■ 内容 

対象日 ： 毎週木曜日 

運  賃 ： 無 料 

対象者 ： 中島村民（住民登録している方） 

■ 乗合タクシーとは？ 
電話で予約すると、ご自宅まで迎えに来る乗合タクシーです。 

●病院への通院 

●お買い物 

●役場や銀行へ 

●お出かけに 

※乗合運行であるため、お迎えに上がる時間や、目的地の到着時刻は、利用者によってそ

の都度変わります。鉄道等への乗り継ぎや医療機関の予約時間等、お時間が決まっている

場合には、余裕をもってご利用ください。 

■ この取り組みについて 
この事業は、今後の運行を検討するための試験的な実施です。 

多くの皆さまのご利用をお願いいたします。 

■利用方法（予約制：電話予約のみ） 

 TEL：0248-５１-１５５５（中島交通システム協同組合） 

 

（乗降場所については、先にお配りしたチラシをご覧ください） 


